
令和８年度秋田市木造住宅耐震改修等技術者実務講習会 

 

日　時：令和８年５月１４日（木）　　　 

午後１３時３０分～　　　　　　 

場　所：秋 田 市 役 所 ３ 階 　 洋 室 ４ 

 

次　　第 

 

１　はじめに 

 

２　開　会 

  

３　講習内容 

　　(1) 第３期秋田市耐震改修促進計画について　　　　　　　　　　＜資料１＞ 

　　(2) 秋田市木造住宅耐震改修等補助事業について 　　　　　＜資料２、３＞ 

　　(3) 秋田市危険ブロック塀等除却支援事業について　　　　　　　＜資料４＞

　　(4) 木造住宅耐震改修事業者リストの公表・掲載申込について 　 ＜資料５＞ 

　　(5) 代理受領制度について                       　　　　　  ＜資料６＞ 

　　(6) 耐震改修に係る税制優遇について　　　　　　　　　　　　　＜資料７＞ 

    (7) その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜資料８＞ 

　　(8) 令和７年度秋田市木造住宅耐震改修等補助事業の施工事例の紹介 

 

 ４　質疑・応答

 

５　閉　会 

 

【配布資料】 

　資料１　　　第３期秋田市耐震改修促進計画の概要 

　資料２－１　秋田市木造住宅耐震診断支援事業パンフレット 

　資料２－２　耐震診断士派遣支援事業業務フロー 

　資料２－３　耐震診断支援事業必要書類チェックリスト 

　資料３－１　秋田市木造住宅耐震改修等補助事業パンフレット 

　資料３－２　秋田市木造住宅耐震改修等補助事業業務フロー 

 



 

　資料３－３　耐震改修等補助事業必要書類チェックリスト 

　資料４－１　秋田市危険ブロック塀等除却支援事業パンフレット 

　資料４－２　秋田市危険ブロック塀等除却支援事業業務フロー 

　資料４－３　秋田市危険ブロック塀等除却支援事業必要書類チェックリスト 

　資料５　　　木造住宅耐震改修事業者リスト掲載基準・申込書 

　資料６　　　代理受領制度パンフレット 

  資料７　　　耐震改修による税金等の優遇制度 

  資料８　 　「今こそ考えたい耐震診断・耐震改修」（国土交通省）



 

　住宅

－

●エレベーター等の安全対策

落下防止対策

●非構造部材（天井・窓ガラス・外壁部材等）の脱落・

努めます。
するだけではなく、減災化に寄与する以下取組の指導に

地震から生命・財産を守るため、既存建築物を耐震化

●住宅リフォーム助成との連携

第３期秋田市耐震改修促進計画の概要

目

的

耐震化の現状と目標

耐震化促進のための主な施策

1 耐震化促進の概念

（小学校の通学路に面するもの）

（多数の者が利用する建築物）

本市では、平成18年1月に改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」と

いう。）に基づき、地震に伴う建築物等の倒壊又は損壊により生じる人的被害および物的被害を防止・軽減する

（119,700戸／132,100戸）

（1,063棟／1,133棟）

（275件／550件）（204件／550件）

（450棟／450棟）

（120,000戸／129,000戸）

（1,076棟／1,133棟）

（令和７年度末［推計］） (令和12年度末)

ことを目的として、平成19年12月に「秋田市耐震改修促進計画」を策定しました。

この計画は、令和８年３月に第２期計画期間の満了を迎えるため、これまでの進捗と効果を検証したうえで、

耐震化をより一層促進するため、令和８年度から令和12年度までの5年間を第３期計画として策定するものです。

２ 耐震化促進のための環境整備

4 耐震化促進の支援策

●相談体制の整備、情報提供の充実

90.6%

第2期目標

93.8%

100%

37.1%

93%

95%

30%

100%

項目

耐

震

化

率

解消率

（市有のみ）

特定建築物（民有+市有）

対象 現状値 第3期目標

危険ブロック塀等

●「民」「産」「学」「官」の連携により耐震化を促進

93%

95%

50%

●パンフレットの作成とその活用

●防災査察・定期報告制度の活用

3 耐震化促進の啓発・知識の普及

●耐震促進協議会員を通じた啓発活動の実施

●地震防災マップ、狭あい道路情報の公開

●耐震相談等を依頼できる耐震改修事業者リストの公表

●木造戸建住宅への耐震診断士派遣

●危険ブロック塀等の除却補助

●耐震化を促進するための優遇制度等の周知

自己負担額１万円

●木造戸建住宅の改修補助

上限額２０万円

拡充

減災化

支援制度の拡充

5 耐震化に付随する安全対策

●家具や設備機器の転倒防止対策

6 法に基づく指導等による耐震化

特定建築物を指導します。

耐震改修促進法や建築基準法により、耐震化が必要な

●代理受領制度の導入

●町内会・自主防災組織との連携

●ダイレクトメールによる耐震化の指導

●具体的な行動計画となる「秋田市住宅耐震化緊急促進

アクションプログラム」の策定

新設全体
耐震改修

耐震化

補助額 ５万円

耐震改修

100万円
上限額

問い合わせ先 秋田市都市整備部建築指導課 ＴＥＬ：０１８－８８８－５７６９

部分

50万円
上限額
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・建築基準法に違反していないこと。
・過去に耐震診断又は耐震改修を行っていないこと。

・地上階数が３以下であること。

耐震
診断

自己負担

1万円

秋田市木造住宅耐震診断支援事業
令和8年度

まずは、知ること

耐震診断について

問い合わせ先 秋田市都市整備部建築指導課 企画・指導担当

秋田市山王一丁目１－１ 秋田市役所４階 ☏０１８－８８８－５７６９
E-mail ro-urcs@city.akita.lg.jp ※郵送およびメールでの受付はしておりません。

弱さのポイントなどが確認

セルフチェックはこちらで
日本建築防災協会

「誰でもできるわが家の耐震診断」

簡単な質問に答えていくこと

で、お住いについて、強さ、

できます。

耐震改修が必要です！

耐震診断を希望する木造住宅の所有者等に対し、耐震診断士を派遣します。

（診断費用13万円のうち、12万円を市が負担）

申込期間

対象住宅 募集戸数 8件

令和８年５月18日～12月25日まで
※募集戸数に達した場合、申込期間内でも募集を打ち切る場合があります。

・秋田市内に存すること。
・昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅であること。

・増築部分がある場合には、対象要件あり。
・併用住宅の場合は、併用部分の床面積が延べ面積の１／２未満のもの。

・対象住宅を所有（共有を含む）する個人であること。

・秋田市から耐震診断および耐震改修関係の補助金の交付を受けたことがないこと。

・本市の市税を滞納していないこと。

・派遣する耐震診断士は、秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者です。
・耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法に基づき、現地調査および図面確認により、
診断・評価します。

申し込み前に、本事業の対象になるかどうかの事前相談をしてください。

対象者

耐震診断について

制度の詳細や申請書類について

・一般診断法による診断が可能であること。 ※木造住宅とは、木造一戸建て住宅のことをいう。

(先着順）

・在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法により建築されたもの。

▲ホームページ ▲申請書類DL

ac220497
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□
□

□
□
□

                        ※１ 原本を提示のうえ、写しを提出してください。

委任状 【様式第12号】 ※本人以外が提出の場合、委任状が必要です。

利害関係者（共有者を含む）がいる場合、耐震診断の実施同意書【様式第２号】

その他建築指導課長が必要と認める書類（店舗等併用住宅もしくは増築がある場合は、図面等）

□
次のいずれか（市税の完納が確認できるもの）

・納税証明書（最新年度の「市税に未納がない証明書※１」）→市役所2階 市民税課（300円）

・市税納付に関する調査同意書【様式第３号】

交付申請書類

耐震診断士派遣申請書【様式第１号】

住宅の付近見取図（地図）

□
次のいずれか（対象住宅の建築時期および所有者が確認できるもの）

・建築確認通知書※１  ・検査済証※１  ・納税通知書※１  ・登記事項証明書  →法務局（有料）

・固定資産名寄帳兼課税台帳の写し  →市役所２階 資産税課（無料）

事
前
相
談

交
付
申
請
書
類
提
出

交
付
決
定
通
知

耐
震
診
断
士
の
派
遣

現
地
調
査
の
実
施

耐
震
診
断
結
果
通
知

① ② ③ ⑤ ⑥

耐
震
改
修
を
検
討

【一般診断法とは】

大地震により住宅が倒壊する可能性を判定するもので、耐震改修の必要性について確認するものです。

・調査方法：建物を壊さずに、設計図書と目視により調査

・調査項目：壁の下地・仕上げ・量・配置、床の仕様、部材の接合方法、劣化状況、基礎・地盤の状況等

0.7未満

倒壊する可能性が高い

0.7以上～1.0未満

倒壊する可能性がある

1.0以上～1.5未満

一応倒壊しない

1.5以上

倒壊しない

⑦④

× △ ○ ◎

木造住宅耐震改修等補助事業もありますので、ご相談ください。

耐震診断の流れ

申請に必要な書類 申込書等の様式は、秋田市ホームページからダウンロードすることができます。

耐震診断の結果について

耐震化の目標

一般診断法での評価は４段階に分かれ、数値が小さい程耐震性が低く危険であることを示し、上部構造評

点1.0未満（倒壊する可能性がある・高い）と評価された住宅は、耐震化を図る必要があります。



受理

受理

受取 　終了

診断不可

受取

診断可

診断実施依頼

受付

※耐震診断士所属団体からの

　 請求書に従ってお支払いください。

受取 診断終了

※上部構造評点が1.0未満の場合、

 　耐震改修の実施をご検討ください。

耐震診断結果通知書
（診断結果の説明）

耐震改修の検討・実施

診断可否の確認
（現地事前確認）

耐　震　診　断　（診断士・申請者立会い）

耐震診断報告書の作成

自己負担費用の支払い

耐震診断報告書の提出 受理

派遣承認通知

(様式第５号）

派遣不承認通知

(様式第６号）

事前確認報告書の提出

(様式第１号）

書類審査

診断可否確認依頼

耐震診断士派遣支援事業 業務フロー

耐震診断士 建築指導課 申請者

事前相談　

受付 耐震診断士派遣申請書

事前に耐震診断士又は診断士の所属団体から

案内文、請求書の送付と日程調整の連絡があります。

【耐震診断士の所属２団体】

・(一社)秋田県建築士会 ・(一社)秋田県建築士事務所協会
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受理

申請受付後、取下げる場合

診断不可 受取 　終了

受理

診断可  受取

診断実施依頼

受理

受取 　終了

受付
　 【重要】
　派遣承認

※耐震診断士所属団体からの

　 請求書に従ってお支払いください。

受取 診断終了

※上部構造評点が1.0未満の場合、

 　耐震改修の実施をご検討ください。

耐震診断士派遣取止め届

派遣承認後に取りやめる場合

派遣承認通知

(様式第５号）

派遣承認取消通知

耐　震　診　断　（診断士・申請者立会い）

自己負担費用の支払い

(様式第７号）

(様式第８号）

耐震診断報告書の作成

　 【重要】
派遣承認後の取止めは、補助対象
外のため、実費負担が発生しま
す。（自己負担1～13万円）

耐震診断士派遣支援事業 業務フロー　（取下げ、取止めがある場合）

耐震診断士（委託） 建築指導課 申請者

事前相談　

受付 耐震診断士派遣申請書

(様式第１号）

書類審査

診断可否確認依頼

耐震診断士派遣申請取下げ届
(様式第４号）

診断可否の確認
（現地事前確認）

事前確認報告書の提出

派遣不承認通知

(様式第６号）

受理

　 【重要】
　現地事前確認後、取下げる場合
　は、実費負担が発生します。
　（自己負担～1万円）

耐震診断報告書の提出

耐震診断結果通知書
（診断結果の説明）

耐震改修の検討・実施

受理

事前に耐震診断士又は診断士の所属団体から

案内文、請求書の送付と日程調整の連絡があります。

【耐震診断士の所属２団体】

・(一社)秋田県建築士会 ・(一社)秋田県建築士事務所協会



以下の書類をご用意のうえ、申請してください。

1 □

2 □

・ 建築確認通知書※１
・ 登記事項証明書※１　→　法務局(有料)

□

□

□

□

※1　原本提示のうえ、写しを提出してください。

　　　【お問い合わせ先】
　　　秋田市役所　建築指導課　企画・指導担当
　　　電話：０１８－８８８－５７６９

※誤記・訂正がある場合は再提出となりますので、不明な箇所は空欄でお持ちいただき、申請時に窓口で記入してください。

店舗等併用住宅もしくは増築がある場合

4 □

・ 市税納付に関する調査同意書　【様式第３号】

耐震診断士派遣申請書　【様式第１号】

付近見取図（地図）

図面等（店舗等部分・住宅部分の面積もしくは増築部分の面積が確認できるもの）

5

耐震診断支援事業　必要書類チェックリスト

次のいずれか（対象住宅の建築時期および所有者が確認できるもの）　

 必　要　書　類

対象住宅が共有の場合　※共有者が複数いる場合は全員分

・ 検査済証※１                    　　　　　　　　   ・納税通知書※１
・ 固定資産名寄帳兼課税台帳の写し　　→　２階 資産税課(無料)

3 □

次のいずれか　（市税の完納が確認できるもの）

耐震診断の実施同意書　【様式第２号】

対象住宅に貸家人がいる場合

耐震診断の実施同意書　【様式第２号】

委任状　【様式第12号】

申請手続きを委任する場合

・ 納税証明書(最新年度の市税に未納がない証明書）※１　→　２階 市民税課(300円)
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耐震
改修

秋田市木造住宅耐震改修等補助事業

※耐震改修設計のみの補助は行っておりません。

問い合わせ先 秋田市都市整備部建築指導課 企画・指導担当
秋田市山王一丁目１－１ 秋田市役所４階 ☏０１８－８８８－５７６９
E-mail ro-urcs@city.akita.lg.jp ※郵送およびメールでの受付はしておりません。

対象住宅

・秋田市内に存すること。

・昭和５６年５月３１日以前に建築された木造戸建住宅であること。

・併用住宅の場合は、併用部分の床面積が延べ面積の１／２未満のもの。

100万円拡充
【工事費の4/5】

全体補強
評点1.0
全体を

以上

△×
0.7未満

1.0未満
0.7以上

評点1.0未満

耐震診断結果 補助額上限

改修前

耐震性
なし

改修後

耐震性
あり

５０ 万円
新規

【工事費の4/5】

部分補強
補助額上限改修後

耐震性あり

耐震性なし

評点1.0
１階を

以上

令和８年５月１８日（月）～６月３０日（火）申込期間

対象者

・一般財団法人日本建築防災協会が定める耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満

・対象住宅を所有（共有、購入予定者を含む。）する個人で、本市の市税を滞納していないこと。

※申込多数時は、抽選となります。先着順ではありません。

（設計費を含む。）

（設計費を含む。）

令和８年度

申し込み前に、本事業の対象になるかどうかの事前相談をしてください。

耐震診断の結果「倒壊する可能性がある・高い」と診断された木造住宅の耐震改修に係る費用

の一部を負担します。

補助額の拡充
補強メニュー追加

の対象住宅であること。

・建築基準法に違反していないもの、又は耐震改修工事により当該違反が是正されるものであること。

・他の補助金や過去に耐震関連の補助金の交付を受けていないこと など。

・増築部分がある場合は、対象要件あり。

・対象住宅に現に居住していること。（補助事業完了後、速やかに居住する予定であることを含む。）

耐震化支援がリニューアル！

募集戸数 １件

募集戸数 １件

ac220497
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① 事前申込書類提出

② 当選結果通知

③ 補助金交付申請

④ 交付決定通知

⑤ 設計・工事契約

⑥ 改修設計図書提出

⑦ 改修工事着工

⑧ 中間報告書提出

⑨ 中間確認実施

⑩ 完了実績報告書提出

⑪ 補助金額確定通知

⑫ 補助金交付請求

⑬ 補助金の交付

※１ 申込み多数の場合、公開による抽選を実施し、

※３ 既に耐震改修設計図書等を提出済の場合は

当選結果を通知します。

耐震改修工事の流れ 事前申込書類

□ 木造住宅耐震改修等補助事業事前申込書(様式第１号)
□ 対象住宅の付近見取図
□ 対象住宅の着工時期および所有者が確認できる書類の

□ 耐震診断の評価内容および耐震診断結果を確認できる

□ 対象住宅の所有者が共有であるときは、実施同意書

□ 希望者が木造住宅購入予定者であるときは、売買契約

□ 市税の完納が確認できる書類の写し、又は市税納付に

□ その他建築指導課長が必要と認める書類

写し

書類の写し

書の写し

関する調査同意書（様式第３号）

（様式第２号）

補助金交付申請書類

A 補助対象経費に耐震改修設計を含むとき
□ 耐震改修等に要する費用の見積書の写し

B 補助対象経費に耐震改修設計を含まないとき

□ 耐震改修工事に要する費用の見積書の写し

（耐震改修工事概要書、配置図、改修前・改修後の

□ 改修後の耐震診断結果報告書の写し
□ その他建築指導課長が必要と認める書類

□ 耐震改修工事の実施に必要な設計図書

平面図、補強詳細図（壁仕様、金物・雑詳細図)等）

代理受領制度

通常の場合

【工事費が150万円、補助金が100万円の場合】

申請者の初期費用の負担を軽減するため、補助金を
施工者等に直接支払う代理受領制度をご利用できます。

100万円

150万円

申請者 施工者補助金

工事費

制度の詳細や申請書類について

▲ホームページ ▲申請書類DL

※１

※３

※２ 交付決定通知前に、契約および工事着手して

してしまうと、補助金を交付できませんので、

ご注意ください。

不要となります。

※２

□ その他建築指導課長が必要と認める書類

市役所

100万円

50万円

申請者 施工者補助金

工事費

市役所

代理受領の場合

□ 委任状（様式第19号）※本人以外が提出の場合



令和8年度秋田市木造住宅耐震改修等補助事業　業務フロー    

対象住宅の所有者
改修前の耐震診断による

上部構造評点が1.0未満

※申込多数の場合

※耐震改修等（設計・工事）の見積書

の作成が必要。

補助対象に設計を含まない場合

申 請 者 秋 田 市

事 前 相 談

改修事業者選定
※設計・工事は耐震診断士による関与が必要

事前申込書類提出
５／１８～６／３０ ※①

受付 ・ 公開抽選
抽選日 ７月９日（木）

書類審査

交付申請書類提出
（抽選結果通知から45日以内）

８月末まで ※② 書類審査

交付決定通知書

送付

設計図書等

提出
書類審査

耐震改修工事着手

中間報告書類提出

※③
書類審査

中間確認実施（書類・現地）

実績完了報告書類提出

2027年2月末まで ※④
書類審査

補助金金額確定

通知書送付
補助金交付請求 ※⑤

補助金交付

※必ず交付決定通知後

に契約してください。

※工事中に工法等の変更が発生した場合は、変更申請が必要です。

※代理受領のときは、委任状 兼代理権授与通知書を提出

※壁等で覆われる前の段階

抽選結果通知書送付

設計者 ・ 施工者

耐震改修設計にかかる契約の締結

耐震改修工事にかかる契約の締結

補助対象に設計を含む場合

※実績報告書の提出期限は、２月末まで

又は、工事完了後、1か月以内です。

A

B

※①～⑤の提出書類は、別紙

「必要書類チェックリスト」を

ご確認ください。

A

B

ac220497
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以下の書類をご用意のうえ、申請してください。

1 □

2 □

4 □

□

□ 売買契約書の写し　（　□ 原本提示　）

□

□

「事前申込」の審査 　「事前申込」の内容を市が確認します。

↓

抽選

↓

「抽選結果通知書」の送付 　事前申込者（全員）に抽選結果をお知らせします。

↓

↓ →
落選した方は補欠者となります。当選者が辞退した場合、
抽選した結果による順位により繰り上げ当選者となります。

↓

当選 　当選者は交付申請に進みます。

（裏面へ）

　事前申込者が募集件数を超える場合は抽選を行い、当選者等を
　決定します。

耐震改修の委任状　【様式第19号】

6

対象住宅が共有の場合　※共有者が複数いる場合は全員分

耐震改修の実施同意書　【様式第２号】

□
次のいずれか（市税の完納が確認できるもの）

・ 納税証明（最新年度の市税に未納がない証明書）　→　２階　市民税課　（３００円）

・ 市税納付に関する調査同意書　【様式第３号】

対象住宅に貸家人がいる場合

耐震改修の実施同意書　【様式第２号】

申請手続きを委任する場合

木造住宅購入予定者の場合

・ 建築確認通知書、検査済証、建物登記事項証明書、納税通知書等

5 □
次のいずれか（市税の完納が確認できるもの）

・ 納税証明（最新年度の市税に未納がない証明書）の写し　→　２階　市民税課　（３００円）　　（　□ 原本提示　）

・ 市税納付に関する調査同意書　【様式第３号】

3 □
次のいずれかの写し（対象住宅の建築時期および所有者が確認できるもの）　　（　□ 原本提示　）　　

・ 固定資産名寄帳兼課税台帳の写し　→２階　資産税課(無料)

耐震診断の評価内容および耐震診断結果を確認できる書類の写し　（　□ 原本提示　）
（耐震診断結果報告書）

※誤記・訂正がある場合は再提出となりますので、不明
　な箇所は空欄でお持ちいただき、申請時に窓口で記入
　してください。

耐震改修等補助事業　必要書類チェックリスト

①　「事前申込」 必要書類

事前申込書　【様式第１号】

付近見取図（地図）

【お問い合わせ先】

秋田市役所 建築指導課 企画・指導担当

電話：０１８－８８８－５７６９

ac220497
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1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

※対象経費に耐震改修設計を含むときは工事の契約前に３～５の書類を提出してください。（３は、概算見積で提出した場合）

「交付申請書」の審査 　　　　「交付申請書」の内容を市が確認します。

↓

「交付決定通知」の送付 　　　　審査後、市から「交付決定通知」をお送りします。

↓ ※通知を受ける前に、契約の締結はできません。

耐震改修設計の契約、設計着手 　

↓

設計図書等の提出（３～５）

↓

耐震改修工事の契約、工事着手

1 □
2 □
3 □
4 □

1 □
2 □
3 □
4 □

5 □

6 □

1 □

2 □

代理受領を行うとき

補助対象経費に係る費用の請求書に記載された額から、交付確定額を差し引いた額に係る領収書の写し

代理受領を行うとき

委任状兼代理権授与通知書　【様式第16号】

⑤　「補助金請求」 必要書類

交付金請求書　【様式第17号】

対象経費に耐震改修設計を含むとき

対象経費に耐震改修設計を含まないとき

耐震改修工事の実施に必要な設計図書（耐震改修工事概要書 （耐震診断士が作成したものに限る、任意様式
（参考様式あり）、配置図、改修前・改修後の平面図、補強詳細図（壁仕様、金物・雑詳細図）等）

対象住宅の所在地が記載された住民票

木造住宅購入者であるとき

④　「完了実績報告」 必要書類

完了実績報告書　【様式第14号】

補助対象経費に係る請求書の写し　　（　□ 原本提示　）

補助対象経費に係る工事の施工写真（中間報告時に提出した施工写真を除く。）

検査済証の写し（建築確認が必要なときに限る。）

確認済証の写し（建築確認が必要なときに限る。）

③　「中間報告」 必要書類

中間報告書　【様式第13号】

補助対象経費に係る内容が含まれるすべての契約書の写し　　（　□ 原本提示　）

耐震補強箇所ごとの施工前および施工中（壁等で覆われる前の段階）の状況が確認できる施工写真

改修後の耐震診断結果報告書（耐震改修計画書）の写し
 （耐震改修の計画を一般診断法または精密診断法で評価したもので、耐震診断士が作成したものに限る）

②　「交付申請」 必要書類

補助金交付申請書　【様式第５号】

耐震改修等（設計・工事）に要する費用の見積書の写し（工事に要する費用の見積書は概算可）

耐震改修工事に要する費用の見積書の写し

※対象経費に耐震改修設計を含まないとき（すでに設計を

終えているときは、不要です。）

※交付決定後に内容変更があった場合は、速やかに変更

申請の手続が必要となります。



指定された小学校の通学路 に面する、道路からの高さが６０㎝以上で、点検等により倒壊の危険性等

（２）道路からの高さを６０㎝ （３）基礎が擁壁の場合、基礎

※基礎が倒壊のおそれのない場合

※１ 秋田市立小・中学校通学路設定に係る事務取扱要領により定められた小学校の通学路

※１

危険ブロック塀等を所有し、市税の滞納がなく、建設業者等と危険ブロック塀等の除却工事等の契約を

出典：一般財団法人日本建築防災協会

「あなたの周りは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！」

撤去費用の

20万円

秋田市危険ブロック塀等除却支援事業

危険ブロック塀等の撤去費用を補助します！

2/3 かつ

上限

※募集件数に達した場合、申込期間内でも募集を打ち切る場合があります。

令和８年４月１日～１２月２５日まで

募集件数

秋田市都市整備部 建築指導課 企画・指導担当

〒０１０－８５６０ 秋田市山王一丁目１－１ 秋田市役所４階

電話 ０１８－８８８－５７６９ Ｅ- mail ro-urcs@city.akita.lg.jp
※郵送およびメールでの受付はしておりません。

補助対象工事

補助対象者

対象ブロック塀等

危
険

（1）全てを除却する工事

（フェンスや門柱の撤去費用は除きます。）

に限る。
※L字側溝に接している場合の高さ

以外をすべて除却する工事未満にする工事

は、側溝の肩から計測する。

令和８年度

出典：群馬県富岡市

【問合せ・受付窓口】

申込期間

危険ブロック塀倒壊実験動画

１０件

があると判断されたブロック塀等

締結し着手する方 ※補助要件など、詳しくはお問合せください。

申し込み前に、本事業の対象になるかどうかの事前相談をしてください。

（先着）
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□

□

□

□

□

□

□

□

□

交付申請（工事着工前）

完了報告（工事完了時）

完了実績報告書 【様式第９号】

撤去工事に要した費用の請求書の写し

交付申請書 【様式第１号】 （ □ 申請者が事業者の場合、要綱第７条第２項に該当）

付近見取図（地図）

点検表 【参考様式】

納税証明書
（市税に未納がない証明書　最新年度）

□ 着手前写真
（全景、高さ（一番高い部分）・厚さ・延長の寸法が分かるもの、傾斜や亀裂等が確認できるもの）

所有者が確認できる書類
（納税通知書、固定資産名寄帳兼課税台帳（最新年度のもの）又は建物登記事項証明書等の写し）

又は
□

市税納付に関する調査同意書
【様式第２号】

請求書 【様式第１２号】

撤去工事に関する契約書の写し（※注文書の場合は、注文請書の写し）

工事写真（工事中、完了後の状況が確認できるもの）

※高さを６０㎝未満に減ずる工事の場合は、完了後の高さが６０㎝未満であることが確認できるもの

□

□

委任状 【参考様式】　※本人以外が提出の場合、委任状が必要です。

撤去費用の見積書の写し（工事の詳細・範囲が分かるもの）

□

交
付
申
請
書
類
提
出

交
付
決
定
通
知

補
助
額
確
定
通
知

施
工
業
者
と
の
契
約

撤
去
工
事
の
着
手

工
事
の
完
了

20

補
助
金
受
領

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨

※1 交付決定前に、工事契約および工事着手してしまうと補助金を交付できませんのでご注意ください。
※2 令和９年３月1９日までに提出が必要です。

事
前
相
談

申請手続きの流れ

申請に必要な書類 申込書等の様式は、秋田市ホームページからダウンロードすることができます。

⑦
実
績
報
告
書
類
提
出

※1 ※2

工事着工前と工事完了時に、申請・報告が必要です。



【備考】　①　※1～※3については、当該通知書を受付又は届出書を受領した時点で手続が終了します。
　　　　　 ②　点線は、工事の内容変更又は中止、廃止の場合の流れを表しています。

秋田市危険ブロック塀等除却支援事業　業務フロー

秋田市 関係書類 申請者

補助金交付申請

●補助金交付申請書（様式第１号）

(1) 対象工事場所の付近見取図

(2) 所有者等の確認ができる書類

(3) 市税の完納が確認できる書類の写し又は

市税納付に関する調査同意書（様式第２号）

(4) 耐震診断等の結果の写し

(5) 状況が確認できる写真

(6) 除却工事等の見積書の写し

受付

審査

交付、不交付

の決定

【交付の場合】

●交付決定通知書（様式第３号）

【不交付の場合】

●不交付決定通知書（様式第４号） （※１）

受領

工事発注、契約

工事着手

工事完了

（補助金交付

申請年度の

３月２０日ま

でに完了実

績報告書を

提出）

内容変更

中止、廃止

【内容変更の場合】

●補助金交付決定変更申請書（様式第５号）

(1) 変更内容がわかる書類

【中止、廃止の場合】

●取りやめ届出書（様式第６号） （※２）

【内容変更の場合】

●交付決定変更通知書（様式第８号）

【中止、廃止の場合】

●交付決定取消通知書（様式第７号） （※３）

受領

●完了実績報告書（様式第９号）

(1) 除却工事等の契約書の写し

(2) 除却工事等費用の請求書の写し

(3) 工事写真（着手前、施工中、完了後）

受付

【交付決定内容、条件に適合する場合】

●補助金額確定通知書（様式第１０号）

【交付決定の内容を変更する場合】

●補助金交付決定変更通知書（様式第１１号）

受領

補助金交付請求●補助金交付請求書（様式第１２号）受付

内容確認

補助金交付額

確定

補助金支払い 口座入金

受付

審査

内容確認
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□

□

□

□
納税証明書
（市税に未納がない証明書　最新年度のもの）
→２階　市民税課ほか

又は

□
市税納付に関する調査同意書
【様式第２号】

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

　　　【お問い合わせ先】
　　　秋田市役所　建築指導課
　　　企画・指導担当
　　　電話：０１８－８８８－５７６９

着手前写真
（全景、高さ（一番高い部分）・厚さ・延長の寸法が分かるもの、傾斜や亀裂等が確認できるもの）

撤去費用の見積書の写し

本人以外が代理で申請手続きを行う場合

委任状　【参考様式】

完了実績報告書　【様式第９号】

危険ブロック塀等の基礎を除く全てを除却する工事の場合

基礎部分が倒壊のおそれがないと判断できる資料（構造計算書等）

撤去工事に関する契約書の写し（※注文書の場合は、注文請書の写し）

撤去工事に要した費用の請求書の写し（工事の詳細・範囲が分かるもの）

工事写真（工事中、完了後の状況が確認できるもの）
  ※高さを60cm未満に減ずる工事の場合は、完了後の高さが60cm未満であることが
     確認できるもの

交付金額確定後
請求書　【様式第12号】

点検表　【参考様式】

秋田市危険ブロック塀等除却支援事業補助金申請
必要書類チェックリスト

交付申請書　【様式第１号】　（□申請者が事業者の場合、要綱第７条第２項に該当）

付近見取図（地図）

所有者が確認できる書類
（納税通知書、固定資産税名寄帳兼課税台帳（最新年度のもの）又は登記事項証明書の写し）
→２階　資産税課ほか
※納税者の名義が異なる又は納税者が複数いる場合は要注意
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秋田市木造住宅耐震改修事業者リスト掲載基準 
 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ２ 日 

秋 田 市 住 宅 ・ 建 築 物 

耐震改修促進協議会承認 

 

１ 目的 

秋田市木造住宅耐震改修事業者リスト（以下、「リスト」という。）は、木造戸建住宅に

おける耐震改修を検討する住宅所有者が、信頼できる事業者を、適切に選択できる環境

を整えることを目的として、秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会（以下、「協議会」

という。）が作成し公表する。 
 

２ リスト掲載の条件 

リストへの掲載は、秋田市内に事業所を有し、以下のいずれかの条件を満たしている

事業者を対象とする。 

(1) 秋田市木造住宅耐震改修等補助事業を活用して、これまでに耐震改修工事の実績が

ある事業者であること。 

(2) 建設業許可（建築工事業に限る）を取得しており、かつ耐震診断士(※)が所属する

建築士事務所と連携できる体制がある事業者であること。 

 
※耐震診断士とは 

秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱（平成 29年３月 10日知事決裁）に基づき、秋田県知

事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施

行規則第５条第１項各号に定める者その他市長が同等の技術を持つ者として認める者をいう。 

 

３ リスト掲載の申込書類 

リストへの掲載を希望する事業者は、４の留意事項に同意のうえ、所定の申込書を協

議会事務局（建築指導課）に提出するものとする。 
 

４ 留意事項 

(1) 提出された申込書の内容を確認し、掲載の可否を決定するものとする。 

(2) 掲載後に法令違反その他不適切な行為が認められた場合は、リストから削除するこ

とがある。 

(3) 掲載内容に変更が生じた場合は、事業者は速やかに協議会事務局へ連絡するものと

する。 

(4) 掲載期間は原則として無期限とするが、掲載の中止を希望する場合は、事業者は速

やかに協議会事務局へ連絡するものとする。 

(5) リストへの掲載は、事業者の業務内容または施工品質を保証するものではない。 

(6) 契約または施工に関するトラブルについて、協議会は一切の責任を負わないものと

する。ただし、万が一トラブルが発生した場合は、事業者が誠意をもって対応するも

のとする。 

(7) リストの公表は、協議会事務局が申込書を受理した後、協議会の承認を得た上で行

うものとし、その公表は、秋田市ホームページに限るものとする。 

 

附 則 

 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 
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秋田市木造住宅耐震改修事業者リスト申込書 

 

＜確認事項＞ 

以下の内容をご確認のうえ、チェックを入れてください。 

□ 別途定める掲載基準の「留意事項」を確認し、同意のうえ申込を行います。 

事業者名             

申 込 者             

申 込 日 令和  年  月  日 

 

＜掲載内容＞ 

会社名・事業所名  

住所  

電話番号  

建設業許可登録 有  ・  無 

建築士事務所登録 有  ・  無 

秋田県木造住宅 

耐震診断技術者 

在籍の有無 

有  ・  無 

連携体制が可能な 耐震診断技術者 を記入してください。 

※耐震診断技術者の情報は公表しません。 

建築士事務所登録 
建築士事務所  

知事登録 第      号  

氏名  

資格 
秋田県木造住宅耐震診断技術者(登録番号        ) 

その他(                       ) 

 

秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会 



市補助事業

実績年度

建築士

事務所登録

建設業

許可登録

秋田県木造住宅

耐震診断技術者

1 (株)ワタケン 010-1601 秋田市向浜二丁目1-1 018-865-2363 Ｈ23、Ｒ１ 有 有 在籍

2 石井建設(株) 011-0942 秋田市土崎港東一丁目1-2 018-845-0085 Ｈ24 有 有 在籍

3 (株)ドリームビルド 010-1654 秋田市浜田字館ノ丸152-15 018-828-1101 Ｈ25 有 有 －

4 (株)石川建設 010-0029 秋田市楢山川口境18-12 018-832-7509 Ｈ25、R7 有 有 －

5 (有)カントリーガーデン 秋田本店 010-0844 秋田市手形山中町1-38 0120-010-989 Ｈ30 有 有 －

6 (有)リフォームキャップ 010-1622 秋田市新屋日吉町42-40 018-888-8551 Ｒ７ 有 有 －

（順不同）

秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会

５ 本リストへの掲載にかかわらず、関連法令に適合する事業者であれば耐震改修等の業務を行うことができますので、ご自身で適切な事業者をお選びいただくこともできます。

  という。）が作成し公表しています。協議会が特定の業者を斡旋・推薦するものではありませんので、事業者の選定や契約はご自身の判断でお願いします。

令和８年４月１日 公表　

４ 本リストの情報は作成当時の情報であり内容に変更が生じている場合もありますので、見積りや工事を依頼する際はご自身で各事業者にご確認ください。

秋田市木造住宅耐震改修事業者リスト

１ 本リストは、木造戸建住宅における耐震改修を検討する住宅所有者が、事業者を適切に選択できる環境を整えることを目的として、秋田市住宅・建築物耐震改修促進協議会（以下、「協議会」

３ 本リストに掲載されている事業者と耐震改修等の依頼者との間に生じたいかなる紛争について、協議会は責任を負いかねますのでご了承願います。

２ 本リストに掲載されている事業者は、協議会が定める掲載基準を満たした者です。ただし、事業者の技術力を保証するものではありません。

参考

会社名・事業所名 住所 電話番号郵便番号



秋田市木造住宅耐震改修等補助事業の補助金の受領で

代理受領制度が
利用できます。

補助制度を活用する申請者との契約により耐震改修工事を実施した者

（工事施工者等）が、申請者からの委任を受けて補助金の受領を代理で

行うことができる制度です。

なお、この制度を利用することで、申請者は工事費等から補助金を差

し引いた額を用意すればよいことから、初期費用の負担を軽減できます。

100万円

150万円

申請者 施工者

補助金

工事費

市役所

通 常 代理受領制度

100万円

50万円

施工者

補助金

工事費

市役所

【工事費が150万円、補助金が100万円の場合】

代理受領制度とは

申請者
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リフォーム促進税制

耐震改修による税金等の優遇制度
旧耐震基準(昭和56年５月31日以前の耐震基準)により建築された住宅・建築物を、現行の

耐震基準に適合する所定の耐震改修工事を行った場合は「所得税の控除」や「固定資産税の

減額」など、税制上の優遇制度があります。

耐震改修工事をご検討されている方は、減税対象となる工事内容を確認し契約の際の参考

に、工事を実施した方は、実施した工事内容が減税対象か確認してみましょう。

地震保険の割引制度
住宅・建築物が地震で倒壊や損壊した場合、一定額の補償を得られる地震保険に加入

していれば、再建が円滑に進むことが期待できることから、その活用も耐震対策の一つ

として有効です。

地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。対象となる住宅に

該当する場合は、所定の確認資料を提出することで、地震保険の保険料が割引されます。

詳しくは、ご自身が加入している保険会社にお問い合わせください。
出典:一般社団法人日本損害保険協会 損害保険Ｑ＆Ａより引用

リフォーム支援制度まるわかりガイド

リフォーム促進税制とは、耐震改修工事を含む６種類の工事メニュー毎に、税制上の

優遇措置が定められている制度です。なお、工事内容によっては各種優遇措置が併用で

きます。

国土交通省のホームページでは、リフォーム

支援制度の特設サイトを公開しています。

この特設サイトでは、工事内容や工事費など、

所定の項目を入力するだけで、利用できる支援

制度や、減税される額の試算をシュミレーショ

ンすることができます。

所得税の税制控除 固定資産税の減税措置

控除率５～10％
控除期間１年

改修家屋(120㎡相当分まで)
固定資産税を1/2減額
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